
入間市の空き家対策について
2022.7.4  入間市都市整備部 都市計画課

【資料３】
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１ 空き家の現状
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平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

総人口(人） 149,140 148,708 148,452 147,986 147,312 146,419

65歳以上（人） 39,354 40,599 41,691 42,453 43,177 43,724

世帯数（世帯） 63,603 64,293 65,100 65,841 66,418 66,873
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１ 空き家の現状

■人口動向

出典：住民基本台帳（各年10月1日現在）

入間市総人口 146,419人
65歳以上人口 43,724人（総人口の約３割）

総人口 →2,721人減少
65歳人口→4,370人増加

（平成28年比較）

令和３年

○人口・世帯の推移
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１ 空き家の現状

■人口動向

出典：高齢者実態調査（各年1月1日現在）

高齢者世帯数 14,821世帯
一人暮らし高齢者 6,150人

高齢者世帯 ⇒3,233世帯増加
一人暮らし高齢者 ⇒1,378人増加

（平成28年比較）

令和３年

高齢化の進行→空き家が増加する要因に

○高齢者世帯及び一人暮らし高齢者の推移
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１ 空き家の現状

■空き家状況

出典：住宅土地統計調査

空き家数 848万8,600戸
⇒29万3,000戸増加

（平成25年比較）

全国の状況
（平成30年住宅・土地統計調査）

総住宅数に占める空き家の割合
（空き家率）⇒13.6%（過去最高）

50,246 
53,891 

57,586 60,629 62,407 

5,764 6,593 7,568 8,196 8,489

11.5
12.2

13.1 13.5 13.6

0

2

4

6

8

10

12

14

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成30年

総住宅数 空き家数 空き家率

○住宅数及び空き家数
（千戸） （％）

6



2,596 
2,827 

3,029 
3,266 3,385 

257 273 323 355 346

9.9 9.7

10.7 10.9

10.2

0

2

4

6

8

10

12

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成30年

総住宅数 空き家数 空き家率

１ 空き家の現状

■空き家状況

出典：住宅土地統計調査

空き家数 34万6,200戸
⇒8,800戸減少

埼玉県の状況
（平成30年住宅・土地統計調査）

空き家率 10.2%
⇒0.7ポイント下落

（平成25年比較）

（千戸） （％）
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１ 空き家の現状

■空き家状況

出典：住宅土地統計調査

空き家数 4,900戸
⇒260戸増加

入間市の状況
（平成30年住宅・土地統計調査）

空き家率 7.6%
⇒0.2ポイント上昇

（平成25年比較）

（戸） （％）
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１ 空き家の現状

■空き家状況

出典：住宅土地統計調査

空き家数 4,900戸（県内53市町中26位）
空き家率 7.6％（県内53市町中49位）

項 目 全 国 埼玉県 入間市

住宅総数 ６２，４０７，４００ ３，３８４，７００ ６４，５４０

空き家総数 ８，４８８，６００ ３４６，２００ ４，９００

二次的住宅 ３８１，０００ ７，４００ １３０

賃貸用住宅 ４，３２７，２００ １９９，４００ ２，７９０

売却用住宅 ２９３，２００ １５，３００ ２９０

その他の住宅 ３，４８７，２００ １２４，１００ １，６９０

空き家率 １３．６％ １０．２％ ７．６％

順位（空き家率） ４７位
(４７都道府県）

４９位
(５３市町)

取組の対象となる可能性が高い
→その他の住宅 1,690戸

（単位：戸）

空き家の内訳

二次的住宅
別荘や残業で遅くなった時に寝泊まりするなど、たまに寝泊
まりする人がいる住宅

賃貸用住宅
新築・中古を問わず調査日時点で賃貸のために空き家となっ
ている住宅

売却用住宅
新築・中古を問わず調査日時点で売却のために空き家となっ
ている住宅

その他の住宅

上記３つ以外の人の住んでいない住宅で、転勤・入院などの

理由で長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り
壊すことになっている住宅
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１ 空き家の現状

■空家等の把握状況

生活環境に影響を及ぼしている空家等につい
て、調査を実施（H27～R３年度）

→363件の空家等を把握

うち、187件が解消され、176件を把握
（令和４年３月31日現在）

（単位：件）

地 区 相談数 解消数 把握数

豊岡 １３３ ７９ ５４

東金子 ５１ １９ ３２

金子 ２３ ６ １７

宮寺・二本木 ２４ １５ ９

藤沢 ９２ ５５ ３７

西武 ４０ １３ ２７

合計 ３６３ １８７ １７６

（令和４年３月31日現在）
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１ 空き家の現状

■空家等の管理状況

建物（老朽化、外壁の破損等）、２５件、１５％

建物以外

（塀の破損、門扉の倒壊等）、

３件、２％

環境（草木の繁茂等）、

９３件、５７％

衛生（ゴミ、害虫、

小動物の発生等）、５件、３％

経過観察、３７件、２３％

空家等１６３件
管理状況

建物（老朽化、外壁の破損等）、２８件、１６％

建物以外

（塀の破損、門扉の倒壊等）、

５件、３％

環境（草木の繁茂等）、

４４件、２５％衛生（ゴミ、害虫、

小動物の発生等）、１件、０．６％

経過観察、９８件、５６％

空家等１７６件
管理状況

空家等管理状況（平成30年3月31日時点）

平成30年末時点
約80％が適正に管理されていない状況

令和4年末時点
適正に管理されていない割合は約45％まで
減少

（令和4年3月31日時点）

所有者への

通知等
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２ 空き家対策の取組
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２ 空き家対策の取組

■基本方針

１ 空家等の発生の抑制と適正管理の促進

２ 空家等の利活用の促進

３ 特定空家等の対応
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２ 空き家対策の取組

■相続おしかけ講座

１ 空家等の発生の抑制と
適正管理の促進

【開催状況：令和元年度 １件 参加者約５０人 】

事業チラシ

空き家が適切に管理されず放置されることを防ぐために、適切な相続対策を
周知・啓発する講座 （埼玉県事業）
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２ 空き家対策の取組

■所有者への周知・啓発

１ 空家等の発生の抑制と
適正管理の促進

固定資産税の納税通知書の活用

H30年度より固定資産税の納税通知書に空き家に関する周知・啓発チラシを同封

「広報いるま」の活用

同封チラシ

広報いるまに空き家の適正管理を
呼びかける啓発記事を掲載

啓発記事
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２ 空き家対策の取組

■空家等の調査及び管理不全な空家等への対応

１ 空家等の発生の抑制と
適正管理の促進

管理不全な空家等への対応

適切な管理がされていない空家等について、所有者等に適正管理依頼文を送付
著しく周辺に悪影響が認められる空家等については、特定空家等の認定及び措置を実施

空家等の調査

【令和３年度対応状況：依頼文送付件数 107件 解消（取り壊し）15件】

空家等の相談窓口を設置して情報を募り、それに基づき調査を実施
市で把握した空家等については、定期的な調査を実施し、正確な実態を把握
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２ 空き家対策の取組

■入間市空家等の適正管理に関する条例

１ 空家等の発生の抑制と
適正管理の促進

令和４年７月１日から、「入間市空家等の適正管理に関する条例」を施行

緊急措置の実施
管理不全な空家等が地域住民に重大な危害を及ぼすおそれがあり、所有者等

がすぐに対応できない場合で、緊急に措置を行う必要がある場合に、市が最小限
度の措置を実施

○主な内容

その他の内容
・特定空家等の所有者の氏名等の公表
・空家等の活用の対策の実施
・関係機関との連携 等
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２ 空き家対策の取組

■入間市空き家バンク

２ 空家等の利活用の
促進

空き家の売却・賃貸を希望する所有者から申込みを受けた物件を市ホームページ等で公開し、空き家の利
用を希望する方に情報提供する制度（H29.12月開始）

【登録状況等】
登録件数（累計）：３件
成約件数（累計）：１件

（１） 物件登録、利用登録ともに登録無料で
あり、また広告料もなし。

（２） 利用希望者にかかる仲介手数料なし。

○制度の特徴

制度の仕組み
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２ 空き家対策の取組

■入間市空き家バンク

２ 空家等の利活用の
促進

入間市空き家バンクは、全国版空き家バンクにも登録あり

全国版空き家バンク入間市トップページ

事業チラシ
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２ 空き家対策の取組

■空き家の持ち主応援隊

２ 空家等の利活用の
促進

埼玉県と不動産団体の連携により、「空き家の持ち主応援隊」を結成
不動産団体では、空き家の管理、売却、賃貸、解体などを気軽に相談、
依頼できる地域の不動産業者を簡単に検索できるサイトを開設
（H30.4月開始）

（１） 所有者が、空き家の管理に応じてくれる地元の業者を簡単に検索できる。
（業者ごとのサービス・料金を掲載）

（２） 管理だけでなく、空き家の解消に向けた売買、管理、解体等の相談も可能。

○制度の特徴

事業チラシ

20



２ 空き家対策の取組

■空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除制度

２ 空家等の利活用の
促進

空き家となった被相続人の住まいを、相続人が耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を
譲渡した場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除する制度（国交省事業）

【令和３年度対応状況：確認書交付件数 10件】

○制度適用の流れ
市町村「被相続人居住用家屋等確認書」の交付⇒税務署「確定申告」⇒特例適用

○適用例
相続した家屋を取り壊して、取壊し後の土地を500万円
で売却した場合

本特例を適用する場合の所得税・個人住民税額：0円
（500万円－500万円×5％-200万円-3000万円）×20％
＝0円

本特例がない場合の所得税・個人住民税額：55万円
（500万円-500万円×5％-200万円）×20％=55万円

21



２ 空き家対策の取組

■特定空家等の認定

地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等については、「特定空家等」に認定し、措置を実施

３ 特定空家等の対応

① 著しく保安上危険となるおそれある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

○特定空家等の定義

○特定空家等の認定状況

H30 R1 R2 R3 計

認定数 ６ ３ ４ ０ １３

22



２ 空き家対策の取組

■特定空家等の措置状況

３ 特定空家等の対応

市町村長は特定空家等に対して、行政代執行等の措置が可能

助言・
指導

勧告 命令 代執行
勧告 ⇒ 住宅用地特例の

対象から除外

〔住宅用地特例：固定資産税１/６等
都市計画税１/３等〕

○指導等の実施状況（回数） ※同一物件への措置含む

H30 R1 R2 R3 計

助言・指導 ６ ９ ０ ０ １５

勧告 ０ ０ ０ １ １

命令 ０ ０ ０ ０ ０

代執行 ０ ０ ０ ０ ０

計 ６ ９ ０ １ １６

改善 １０件

⇒現存特定空家等３件

23



２ 空き家対策の取組

■対応困難事案への対応

３ 特定空家等の対応

○物件状況
建物全体が著しく老朽化し、ベランダ部分の
崩壊危険あり。また、中にある物品が外壁を押
し出している状況。
上記の状況が著しく保安上危険となるおそれ
のある状態にあると判断し、令和元年７月に特
定空家等に認定。
しかし、所有者調査を行ったところ、相続人不
存在であることが判明。措置の相手先が不存在
のため、法に基づく措置が困難となる。
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２ 空き家対策の取組

■対応困難事案への対応

３ 特定空家等の対応

○対応方法
民法の相続財産管理人制度を活用。
選任された相続財産管理人（※）により、建物
は取り壊され、土地も売却。現在は駐車場となっ
ている。
また、選任にかかった費用も全額返還された。

※相続財産管理人とは
家庭裁判所が利害関係人等の申立てによっ
て相続財産管理人を選任し、その管理人が相
続財産を管理・清算・消滅させ、最終的には国
庫に帰属させる制度
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